
番号 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

１ 

中長期在留者の写真を表示しないものと

する年齢を１歳とする必要性がなく、１６

歳とする旨を改めるべきである。 

また、入管法と番号利用法は趣旨・目的

が異なる法律であり、すべての規定に統一

する必要がない。 

なお、中長期在留者の写真を表示しない

ものとする年齢を１歳とする旨を特定在留

カードまたは特定特別永住者証明書に限定

しても、現行の在留カード及び特別永住者

証明書は現行の１６歳のままとすべきであ

る。 

御指摘の改正については、１８歳未満

の永住者等の在留カード等の有効期間を

改正することに伴い、今後は券面に写真

を表示することが同一人性の確認に資す

るようになるものと考えられることによ

るものです。 

２ 

カードを汚損・紛失した場合、改正後入

管法施行規則第１９条の１４の２第２号又

は改正後入管特例法施行規則第１５条第４

号に当たり得るか。 

改正後の出入国管理及び難民認定法施

行規則（昭和５６年法務省令第５４号。

以下「入管法施行規則」といいます。）

第１９条の１４の２第２号及び改正後の

日本国との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者等の出入国管理に関する特

例法施行規則（平成２３年法務省令第４

４号。以下「入管特例法施行規則」とい

います。）第１５条第４号は、特定在留

カード等の記載事項を記載すべき余白が

なくなった特定在留カード等を所持する

者その他これに準ずるものとして出入国

在留管理庁長官が相当と認める者を対象

とする規定であって、特定特別永住者証

明書を汚損・紛失した者については、改

正後の入管特例法施行規則第１５条第３

号に該当し得ることとなります。なお、

在留カードを汚損・紛失した場合には在

留カードの再交付申請を行うこととなる

ところ、当該申請に併せて行う特定在留

カードの交付申請（出入国管理及び難民

認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「入管法」といいます。）第１９条の

１５の２第１項）については、改正後の

入管法施行規則第１９条の１４の２の適



 

用の前提となる直送の希望の申出の対象

とはなっていません（入管法第１９条の

１５の２第３項）。 

３ 

申請・返納が本人出頭または親族に限定

となっているが、返納する状況で 本人以

外の親族が居ない状況も考え得るのではな

いか。 

資格ある代理人 (ＮＰＯ、弁護士など) 

による代理も認めるべきである。 

入管法第１９条の１５の４第２項の規

定よる特定在留カードの返納や入管法第

１９条の１５の４第３項の規定による新

たな在留カードの交付を受ける場合に

は、同居する親族のほかに、所定の場合

に該当するときは、親族でなくとも、取

り次ぐことができることとしています。 

また、当該返納をする場合には、当該

返納に伴い新たな在留カードの交付を受

け得ることとなるものであることから、

同居する親族や法定代理人においてのみ

代理ないし取次ぎを認めることとするも

のです。 

なお、特定在留カード等の交付申請及

び受領については、弁護士又は行政書士

で所属する弁護士会又は行政書士会を経

由してその所在地を管轄する地方出入国

在留管理局長に届け出たものによる取次

ぎを認めることとしています。 


